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年頭のご挨拶

ご
挨
拶議

長
　
利
根
健
二

　

昨
年
は
、
議
会
改
革
の

一
環
と
し
て
通
年
議
会
の

開
始
や
決
算
審
査
の
ス
ピ

ー
ド
ア
ッ
プ
等
を
行
い
ま

し
た
。

　

今
後
も
、
よ
り
身
近
で

分
か
り
や
す
い
議
会
で
あ

る
こ
と
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

　

本
年
は
、
新
図
書
館
や

香
美
市
消
防
署
香
北
分
署

の
建
設
な
ど
の
取
り
組
み

の
形
が
見
え
て
く
る
年
で

す
。

　

ま
た
、
香
美
市
全
域
へ

の
光
回
線
が
敷
設
さ
れ
ま

す
。
市
民
の
利
便
性
の
向

上
に
留
ま
ら
ず
、
Ｕ
Ｉ
Ｊ

タ
ー
ン
の
取
り
組
み
や
サ

テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
誘
致

に
向
け
て
弾
み
が
つ
く
も

の
と
思
い
ま
す
。

　

議
会
と
し
て
も
、
様
々

な
提
案
・
提
言
を
積
極
的

に
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
の
一
層
の

ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

より身近で分かりやすい議会へ

審議会に公募委員を！

～「香美市審議会等の委員の公募に関する条例」を議員発議 ～

　議会では、市民と市の協働推進のため、協働・参画調査研究特別委員会を設置し、調査・研究を
重ねています。
　この条例は、市民が市の施策に参画できるシステム作りの一環として、「協働のまちづくり条
例」「パブリックコメント手続条例」に続き、議会が提案したものです。
　この条例では、市が設置する各種審議会などの委員を選出するとき、広く市民の意見を取り入れ
るために、委員の全部または一部を市民から公募することと定めています。
　この条例は令和３年４月１日から施行され、それ以降の委員選任において適用されます。
＊条文はホームページで閲覧できます。


